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エゾシカ保護管理計画の総括（概要） 

 

１ 新たな手法(フィードバック管理)の導入 

    状況変化を常に監視し、それに応じて対策を変える「フィードバック管理」の手法を個体数管

理に採用した。それに基づき個体数の動向及び捕獲数の情報から推定個体数の見直しが可能とな

ったことや、個体数を相対的な指数(個体数指数)としてとらえ、その増減傾向に応じて捕獲圧を

調整するなど、モニタリング結果を科学的に評価した上で施策に反映させる仕組みを定着させた。 

 

２ 全道の総括 

緊急的に個体数を減少させる必要があることから、捕獲に関する各種規制緩和を実施したが、

捕獲数を大幅に増やすことはできなかった。その結果、東部地域の個体数は一時減少したものの、

高い水準のまま横這い、西部地域については一貫した増加傾向を示しており、非常事態を宣言し

（H16）更なる規制緩和を実施したが、現在はそれを上回る危機的な状況にある。このため個体数

調整の一環として有効活用の推進を図り(H17～)、各地で新たな取組みが始まった。一方、エゾシ

カによる農林業被害額は、東部地域では個体数管理やシカ侵入防止柵の設置等の効果により減少

したが、西部地域では増加傾向が続き、現在でも全道で30億円近い被害が発生しており依然とし

て深刻な状況にある。 

１）個体数調整における課題 

・強い捕獲圧の継続によるエゾシカの学習効果(逃避行動) 

・規制緩和によりエゾシカの希少価値が下がったことによるエゾシカ狩猟の魅力の低下 

・狩猟者の減少、高齢化 

・狩猟者のメスジカよりもオスジカを捕獲する傾向の強さ 

・残滓処理に係る費用及び労力の負担 

・国有林等大規模な土地の管理者による入林規制  

・希少猛禽類への影響  

２）計画期間中における取組み 

  ・メスジカ捕獲規制の大幅な緩和 

  ・ハイタワー等、高効率捕獲手法の検討 

  ・民官一体となったエゾシカ有効活用の推進（H17～） 

・国有林野における入林規制の緩和（H16～） 

   ・希少猛禽類の鉛中毒防止のための鉛弾使用規制(H16～) 

   ・西興部村全域を対象とした猟区設定（H16～）による管理型狩猟の開始 

 

３ 東部地域における総括 

モニタリングによって得られた新知見に基づき、平成５年度時点の推定生息数を12±4.6万頭から

20±4万頭に上方修正した。 

 １）東部地域における保護管理の目標 

○個体数の大幅削減による人間活動との軋轢の緊急的軽減 

・目標     個体数指数25 

 ・当面の目標 個体数指数50以下     

２）東部地域の総括 

 ○個体数指数 

  平成18年度末個体数指数85±20（平成５年度の推定生息数を個体数指数100とする） 

○個体数管理 

 ・ライトセンサス等のモニタリング結果に基づき、毎年度、狩猟内容の見直しを行った。 

・平成９年度から緊急減少措置を継続して実施し、狩猟期間や捕獲頭数等の規制緩和を行った。 

・平成10年度から12年度までの間はメスジカ捕獲数が３万頭を上回り、その間は個体数を減少

させることができたが、それ以降は捕獲数が減少傾向にあり、その結果、当面の目標とした個

体数水準（個体数指数50～大発生水準）以下への誘導に至っていない。 
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○農林業被害 

 農林業被害の状況（平成18年度）約19億円 

・個体数管理と被害対策の実施により農林業被害額を大幅に減少させることができたが、依然と

して20億円近い農林業被害が発生している。 

  ○森林生態系への悪影響の軽減 

・阿寒湖畔で実施した給餌実験により、抜本的な解決策とはならないものの、給餌による一時的

な森林被害防止効果が認められた。 

   ・天然林の更新阻害など、森林生態系への悪影響を顕著に減少させることはできなかった。 

 

４ 西部地域における総括 

 １）西部地域における保護管理の目標 

○個体数の調整による人間活動との軋轢の軽減 

 ２）西部地域の総括 

○個体数管理 

・ライトセンサスの区域を拡大するなど、個体数の動向把握に努めた。 

・西部地域のエゾシカ個体群は、個体数・分布共に一貫して増加・拡大していることが明らかと

なった。 

 ・狩猟期間や捕獲頭数等について東部地域に準じる大幅な規制緩和を行ったが十分な抑止効果は

得られなかった。 

○農林業被害 

・農林業被害額は増加傾向を示しており、平成18年度は約10億円の被害が発生している。 

○森林生態系への悪影響の防止 

 ・森林生態系におけるエゾシカの影響評価に関する検討を行った。 

 

５ 次期計画で新たに取り組むべき課題 

    現状のままではエゾシカの個体数は制御困難になると考えられるため、次期計画では次のよう

な課題に取り組む必要がある。   

○資源管理への移行 

 従来の駆除的性格の強い個体数管理の考え方から、自然資源として有効に利用する資源管理の考

えに基づいた個体数管理への移行について検討する必要がある。 

○捕獲意欲の向上 

 有効活用によりエゾシカの価値を高めることは、捕獲意欲の向上につながり、個体数管理にとっ

て重要であることから引き続き積極的に推進を図る必要がある。 

○個体数調整の担い手対策 

 狩猟者の減少・高齢化が進んでいることから個体数調整の担い手対策を早急に図る必要がある。 

○捕獲効率の向上 

 狩猟者動向など狩猟の実態を把握することにより、捕獲効率を向上させるための狩猟管理を行う

必要がある。 

○大規模土地管理者との合意形成 

 効率的な捕獲のために、国有林など大規模な土地の管理者との合意形成を図っていく必要がある。 

○地域区分 

現在の西部地域においては、エゾシカの生息状況などに大きな地域格差が生じており、地域区分

を見直す必要がある。 

○西部地域の個体数管理 

西部地域のうち、近年エゾシカの増加が著しいと推測される地域においては、東部地域と同様に

指数による個体数管理を実施することが望ましい。そのためには、新たな調査手法を含めた個体

数調査のあり方を検討し生息数の推定を行う必要がある。 

○モニタリング体制の強化 

 フィードバック管理に必要不可欠であるモニタリング体制の強化を図る必要がある。 

○生態系への影響の監視 

エゾシカ及びその捕獲が生態系へ及ぼす影響についてモニタリング手法を確立し、実施すること

が必要である。 
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